
住民懇談会の開催について（案） 

 

１．目 的 

地区住民との直接的なコミュニケーションの場を設け、地区の公共交通実態の把握、

今後の公共交通の具体的事業内容について地域の方の意見を把握するとともに、地区

の公共交通のあり方について考える機会をつくることを目的とする。 

 

２．住民懇談会の展開 

【計画策定段階】（平成２２年度） 

・地域、エリア単位で具体的に議論（市全体を総括的に考える「協議会」） 

【実証実験段階】（平成２３年度～平成２５年度） 

・実施施策の成果を評価・検証 

・改善策の検討 

【本格運行後（実証実験終了後）】（平成２６年度） 

・公共交通の利用主体として評価・検証を行い、地域に定着し持続できる公共交通

をつくり育てるための改善策の検討を継続的に行う 

 

３．平成２２年度の開催方法 

①市報等を通じて広報 

・公共交通の現状、再編の必要性 

・市の取り組み方針 

・展開が考えられる手法（路線バスの再編、新たな交通システムの導入等）等 

 

②「市長とのふれあいトーク」と兼ねて開催 

・開催時期：１０月以降、順次開催 

・再編案に基づき参集単位を検討し、懇談会の開催日等を調整し開催 

・各地区において展開する公共交通について意向把握 

・再編案に基づき市の関係部署職員（福祉施策担当等）の出席を要請 

・協議会委員についても可能な限り出席をお願いしたい 

 

※参考資料 

・参考：住民懇談会展開イメージ 

・愛知県新城市：新城市における公共交通活性化の取組‐路線を守り育てる会‐ 

 

資料５



参考：住民懇談会展開イメージ（案）
２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

法
定
協
議
会

計画策定段階

①説明会（地区住民全体）
市の取り組み、将来構築する検討体制、各地区において展開が考えられる公共交通についての説明

②意見交換会（地区住民全体または関係団体等）　「市長とのふれあいトーク」として開催を検討
各地区において展開する公共交通について住民意向把握

③実証運行説明会（実証運行実施地区住民全体）
実証運行事業の詳細または概要説明、実証運行の実績検証、事業改善策の説明

④行政出前講座
地区・集落等の希望に応じ、公共交通に関する勉強会、住民意識の向上・転換に関する啓発

⑤つくり育てる公共交通（協働の公共交通）

住
民
懇
談
会

村上市が推進する「協働のまちづくり」の手法を公共交通分野にも応用し、市民・交通事業者・行政が、それぞれの持つ特性を活かしなが
ら、補完しあい、協力し合い、対等な立場で取り組んでいく体制

実証実験段階 本格運行後

総合事業
実証実験の展開

本格運行

⑤つくり育てる公共交通（協働の公共交通）

つくり育てる公共交通（協働の公共交通）体制の構築

④行政出前講座（勉強会の開催、住民意識の向上・転換）

連
携
計
画
策
定

調査事業

①説明会
（計画策定）

②意見交換会
（住民意向把握）

③実証運行説明会
（実証実験の実施・検証・改善）

連携計画計画期間（10年間）

PDCAサイクルを導入し継続的に改善【Plan（計画）・Do（運行・利用）・Check（評価・検証）・Act（見直し）】



新城市における公共交通活性化の取組 －路線を守り育てる会－ 

愛知県新城市企画課 

 
●背景 
 愛知県新城市は愛知県の東部に位置し、平成 17 年 10 月の３市町村（新

城市、鳳来町、作手村）の新設合併により誕生しました。市域面積は 499km

図－愛知県新城市位置図 
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と、愛知県内では豊田市に次ぐ広さを有していますが、人口は約 5 万人と

少なく、小さな集落が分散して点在している状況です。 
また、本市の公共交通は、JR 飯田線と複数の民間バス事業者が担って

きましたが、自家用車の普及に伴うバス利用者の減少によって、多くの路

線において採算が取れずに、廃止を余儀なくされてきました。そのため、

主要道路のほとんどをカバーしていたバス路線は、公的な補助によって存

続する状況となり、そのための経費も増加傾向となっています。 
 さらに、少子化に伴う学校の統廃合が進み、学童の通学手段としてのバスの必要性と合わせて、人口

に占める高齢者の割合も年々高まっており、高齢者の移動手段確保という意味においても、バスの必要

性が高まっています。 
 
●連携計画と路線を守り育てる会の概要 
 このような状況の中、本市では、平成 19 年 12 月に地域公共交通会議を設置し、より住民にとって利

便性が高く、かつ効率的な運行を作り上げるため、平成 20 年 2 月に「新城市地域公共交通総合連携計

画」を策定しました。本計画では、バス路線を協議する場は従来のような全市的な組織だけではなく、

“ひとつのバス路線に限定した行政区の枠を超えた利用者、住民が参加する組織が必要である”という

結論に至り、『路線を守り育てる会』が設置されました。概要は、以下のとおりです。 
 
 
 
【路線を守り育てる会の概要】 

①路線を守り育てる会の位置付け 

  ・地域公共交通会議の下部組織として、各地域のバス路線を協

議する「地域部会」と、さらに「路線を守り育てる会」（実

証運行の路線単位）が組織されています。 
  ・路線を守り育てる会で話し合われた内容は、新城市地域公共

交通会議で尊重され審議されます。 

 ②活動内容 

  【バス路線を作る】 図－地域公共交通会議の検討体制 

   新たに路線を新設する場合は、事前に路線を守り育てる会を組織し、運行ルート、運行時間、

運行回数などを協議します。参加メンバーは、行政区の役員、小中学生の保護者、老人クラブ

会員、バス利用者などです。 
  【バス路線を守る】 
   実際の運行について実績データを分析し、無駄な運行を無くすことや、利用促進の取り組み等

を行っています。場合によっては、運行ルート・運行時間の変更案をまとめる活動も行います。

   【路線を育てる】 
   会員によるアンケート実施、利用促進のための情報チラシを作成（次頁参考図参照）するなど、

地域のバス路線として育てるための自発的な取り組みを進めています。 



●路線を守り育てる会の活動効果 
現在、路線を守り育てる会が組織されている路線は、実証運行路線である布里田峰線（市営バス）、

つくであしがる線（市営バス）、西部線（４条路線）の３路線です。現在の対象路線のバス利用は、当

会の会員の意見が反映され、通学および高齢者の通院・買い物を中心とした運行形態となっています。 
これらの路線の中で、特に積極的な活動を行っている「つくであしがる線を守り育てる会」では、そ

の活動効果として、顕著なバス利用者数の増加が見られます。以下の参考図は、会員の方が積極的に情

報発信を行っている活動例で、自主作成しているバスかわら版です。 
今後とも、上述の取組のほか、市民ニーズの把握と反映、料金体系の改善、積極的な情報提供などの

複合的な方策を講じ、“住民に親しまれ住民が支え住民にとって便利な、新たな公共交通システム”の

構築に向けて、取り組んでいきたいと考えています。 
 2009 年 

 2008 年 

（単位：人/月） 図－つくであしがる線の利用者数の推移 

表－平成 20 年度 守り育てる会の開催状況 

路線名 開催状況 

布里田峰線を守り育てる会 計 5 回 （4 月、5 月、7 月、9 月、1 月開催） 

つくであしがる線を守り育てる会 計 3 回 （9 月、11 月、1 月開催） 

西部線を守り育てる会 計 2 回 （9 月、12 月開催） 

【参考図】 路線を守り育てる会の自発的な活動例 －つくでバスかわら版・つくであしがる線を守り育てる会－ 


